
 

市 営 建 設 関 連 業 務 の 成 績 評 定 要 領  

平成２０年８月８日市長決裁 

（ 目 的 )  

第 １  この要領は、市営建設関連業務の委託契約に係る成 績 評 定 (以 下「 評 定 」

と い う 。 )に 必 要 な 事 項 を 定 め 、 厳 正 か つ 的 確 な 評 定 の 実 施 を 図 り 、

も っ て 業 者 の 適 正 な 選 定 並 び に 指 導 ・ 育 成 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。 

（ 用 語 の 意 義 ）  

第 ２  こ の 要 領 に 使 用 す る 用 語 の 意 義 は 、市 営 建 設 関 連 業 務 の 監 督 要 綱

に お い て 使 用 す る 用 語 の 例 に よ る 。  

 （ 評 定 の 対 象 ）  

第 ３  評 定 は 、１ 契 約 に 係 る 設 計 金 額 が ５ ０ 万 円 を 超 え る 業 務 に つ い て

行 う も の と す る 。  

（ 評 定 者 )  

第 ４  評 定 者 は 、検 査 員 、総 括 調 査 員 ま た は 主 任 調 査 員 、及 び 調 査 員 と

す る 。  

（ 評 定 の 様 式 )  

第 ５  評 定 は 、 委 託 業 務 成 績 採 点 表 (以 下 「 採 点 表 」 と い う 。 採 点 様 式

第 １ 号 ～ 第 ３ 号 )に よ っ て 行 う も の と す る 。  

（ 評 定 の 方 法 )  

第 ６  評 定 は 、監 督 又 は 検 査 に よ り 確 認 し た 事 項 に 基 づ き 、評 定 者 ご と

に 独 立 し て 的 確 か つ 公 正 に 行 う も の と す る 。  

２  総 括 調 査 員 ま た は 主 任 調 査 員 は 、完 了 確 認 を 行 う と と も に 評 定 決 定

後 は 採 点 表 を 取 り ま と め 、 検 査 日 時 ま で に 検 査 員 に 送 付 す る も の と す

る 。 た だ し 、 検 査 当 日 に 止 む を 得 ず 納 入 等 さ れ る 場 合 は 、 検 査 員 と 事

前 に 調 整 の う え 検 査 執 行 と 同 時 に 評 定 を 行 う こ と が で き る も の と す

る が 、 そ の 評 定 結 果 は 速 や か に 検 査 員 に 報 告 す る も の と す る 。  

（ 採 点 表 の 報 告 )  

第 ７  評 定 者 は 、検 査 の 完 了 時 に 業 務 委 託 成 績 採 点 結 果 を 採 点 表 に よ り

契 約 担 当 者 （ 財 務 規 則 第 ２ 条 第 １ ０ 号 に 規 定 す る も の ） に 報 告 す る も

の と す る 。  

 （補則） 

第８ この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。  

附  則  

１  こ の 要 領 は 、 平 成 ２ ０ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２ この要領の規定は、平成２０年１０月１日以降に契約する業務に適用する。  


